


１．専門職大学院の概要
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（１）標準修業年限
・２年（法科大学院は３年）

（２）修了要件
・30単位以上 ※法科大学院は93単位以上、教職大学院は45単位以上が基本
・一般の修士課程と異なり、論文作成を必須としない

（３）教員組織
・必要専任教員中の３割以上は実務家教員 ※法科大学院は２割以上、教職大学院は４割以上

（４）教育内容
・理論と実務の架橋を強く意識した教育を実施
・事例研究や現地調査を中心に、双方向・多方向に行われる討論や質疑応答等が授業の基本

（５）学 位
・○○修士（専門職） （例）経営管理修士（専門職）、会計修士（専門職） 等

（６）認証評価
・教育課程や教員組織等の教育研究活動の状況について、文部科学大臣より認証を受けた認証評価団体の評価を５年以内ごとに受審する
ことを義務づけ、教育の質保証を図る仕組みを担保。

専門職大学院は、科学技術の進展や社会・経済のグローバル化に伴う、社会的・国際的に活躍できる高度専門職業人養成へのニーズの高
まりに対応するため、高度専門職業人の養成に目的を特化した課程として、平成15年度に創設

制度の概要

学校教育法上の目的
（大学院及び専門職大学院の目的）
第九十九条
２ 大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うこ
とを目的とするものは、専門職大学院とする。

①フィールドワーク
設定したテーマに関わる代表的な実践事例について、実地調査を行う。

②ワークショップ
設定したテーマに即した事例を学生がそれぞれに持ち寄る。教員は、それら事例の発表を土台として、それらの背景等についての分析・考察を導く。

③シミュレーション
授業テーマ等に関わる条件を設定し、その条件下において想定できるモデルプランを示し、その企画立案・効果等についての検証を行う。

④ロールプレイング
ある条件を設定し、その条件下で学生に役割（例えば批判する側と推進する側等）を割り当てて事例の検討を行う。

専門職大学院制度の概要
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入学者数

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２7年度 平成２８年度

131人 118人 108人 82人 82人 63人

※文部科学省調べ

社会人比率

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
36.4% 30.1% 31.9% 35.2% 43.1% 42.2％

国内の認証評価機関による認証評価を受けている専門職大学院数

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
- - 1 校 2校 - -

社会人学生数

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
99人 75人 73人 68人 75人 62人

知的財産分野の専門職大学院について②

在学者数

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
272人 249人 229人 193人 174人 147人





２．専門職大学院における知財教育

８



知的財産推進計画２０１６（専門職大学院関係部分抜粋）

第2．知財意識・知財活動の普及・浸透
１．知財教育・知財人材育成の充実
（２）今後取り組むべき施策

（大学等における知財教育の推進）
・知財戦略が経営の一環を担うことに鑑み、法科大学院や経営系専門職大学院における知財教育

を充実させる（短期・中期）

（本文）

（工程表）

項目
番号

2016本文
掲載施策 項目名 施策内容 担当府省

短期 中 期

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

２－１．知財教育・知財人材育成の充実

53 ○
大学等にお
ける知財教
育の推進

知財戦略が経営の一
環を担うことに鑑み
法科大学院や経営系
専門職大学院におけ
る知財教育を充実さ
せる。
（短期・中期）

文部科学省

法科大学院における知財教育
について公的支援見直し加算
プログラムを通じて支援。ま
た、経営系専門職大学院につ
いて教育の基本となるコアカ
リキュラムを策定する際、知
財を含めたコア科目の在り方
について検討。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。
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法科大学院における知的財産関連科目の開講状況等

【概要】
・平成27年度において知的財産関連科目は、おおむね全ての法科大学院（45校中44校）で開設されている。

・司法試験の選択科目に知的財産法があり、平成28年は988人（14.4％）が選択した。（平成27年は1,060人（13.4％）が選択）

【開設科目例】
○ 北海道大学／知的財産法Ａ／1,2,3年次配当／研究者教員担当

知的財産法の初学者のために、総論として、知的財産法の対象となる知的財産の特殊性や有体物と異なる点について、
各論として、不正競争防止法及び不正競争防止法の商品等主体混同行為の規律と関係の深い商標法について学修する。

○ 大阪大学／特殊講義Ｃ（特許・著作権訴訟）／2,3年次配当／実務家教員（弁護士、弁理士）担当
◆知的財産法Ⅰ（特許法）・同Ⅱ（著作権法）等で習得した知識を定着させ、応用力を養う。
◆特許訴訟につき、訴訟物ごとに要件事実を整理するとともに、実務で一般的な特許権侵害訴訟と審決取消訴訟が並行

する事案で裁判官・弁護士が実際に直面する実務上のポイントを理解し、応用力及び起案力を養う。
◆著作権訴訟につき、要件事実を整理するとともに、応用力及び起案力を養う。

○ 明治大学／知的財産と法Ⅲ／2,3年次配当／実務家教員（弁理士）担当
情報技術と生命科学を中心に「先端技術と知的財産法の関係」について、裁判例や政府報告書等の分析と考察を通じて、
特許法や著作権法に関する理解を深める。

◆ 情報技術：ソフトウェアやビジネス方法に関連する発明の特許要件及び権利侵害に関する先端的問題
◆ 生命科学：生物と工業製品の本質的相違に起因する特許保護要件等の問題や医療・生命倫理と特許の関係 など
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経営系専門職大学院における知的財産関連科目の開講状況等

○九州大学経済学府産業マネジメント専攻／知的財産管理／1,2年次配当／実務家教員（弁理士）担当
知的財産の基礎知識を習得した上で、知的財産マネジメント実践能力を養成する。

○関西学院大学経営戦略研究科経営戦略専攻／知的財産権法／ 1年次配当／研究者教員担当
知的財産の本質を理解し、関連する法体系を把握し、現在問われている課題に係る多様な背景を理解して、知的財
産に関しての実践的な能力の習得を目指す。

○山口大学技術経営研究科技術経営専攻
「知財戦略特論」／1,2,3年次配当／実務家教員（弁理士）担当

知的財産・知的財産権を事業における差別化要因及び競争力の確保の源泉として活用する実践的な戦略について
講義。

「国際知財法務特論」／1,2,3年次配当／実務家教員（弁理士）担当
知財に関する主要な条約・協定について解説し、日米欧亜における主要国の制度の比較を行い、各国・地域の特
許庁から提供される権利・技術・審査情報の入手、海外における交渉・契約・訴訟等を扱うとともに、国際標準
化等の企業活動の事例に基づいて、国際的な知財の権利化及び活用を図る知財戦略の立案に必要な知識とスキル
の獲得を目的とする。

「知財MOT特論」／1,2,3年次配当／実務家教員（特許庁出身者）担当
公開されている知財情報の分析方法、審査・審判・特許権侵害訴訟の実務を理解し、知財戦略立案に資するスキ
ルを獲得することを目的とする。
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【概要】
・平成28年度において、ビジネス分野では、２４大学中１４大学が知的財産関連科目を設けている。
・一方、ＭＯＴ分野では８大学全てにおいて、知的財産関連科目を設けている。

【開設科目例】
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